
公益社団法人八王子法人会 定款変更（案）    ◆ 赤字 ⇒ 加筆・修正(案)   ◆ 青字 ⇒ 加筆・修正(案)についての説明・注釈 
 

現 行 定 款 変   更（案） 

 

第 ３ 章  会    員 

 

（会員の資格） 

 第 ５ 条 この法人に次の会員を置く。 

（１）正 会 員 八王子税務署管内に所在する法人（管内に事業所を有する法人を含む） 

で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者 

（２）特別会員 正会員である法人の代表者が他に経営する法人 

 

  ２ 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（入会） 

 第 ６ 条 この法人の正会員又は特別会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより 

     申込みをし、入会することができる。 

 

 

第 ４ 章  総    会 

 

（権限） 

 第１３条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の 

承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項 

 

（開催及び招集） 

 第１４条 通常総会は、毎年１回事業年度終了後３ケ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認めたとき 

（２）正会員総数の議決権の５分の１以上の議決権を有する会員から会議の目的であ 

        る事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき 

３ 総会は、開催の日から少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を 

     記載した文書を発して会長がこれを招集する。 

 

第 ３ 章  会    員 

 

（会員の資格） 

 第 ５ 条 この法人に次の会員を置く。 

（１）正 会 員 八王子税務署管内に所在する法人（管内に事業所を有する法人を含む） 

で、この法人の目的及び事業に賛同して入会した者 

（２）特別会員 正会員である法人の代表者が他に経営する法人 

（３）準 会 員 八王子税務署管内に所在する個人事業主（個人事業主会員を新設） 

  ２ 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（入会） 

 第 ６ 条 この法人の正会員、特別会員又は準会員になろうとする者は、理事会の定めるところ 

により申込みをし、入会することができる。（準会員を加筆） 

 

 

第 ４ 章  総    会 

 

（権限） 

 第１３条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 

   （法改正に伴い、正味財産増減計算書を活動計算書へ名称変更） 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項 

 

（開催及び招集） 

 第１４条 通常総会は、毎年１回事業年度終了後３ケ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認めたとき 

（２）正会員総数の議決権の５分の１以上の議決権を有する会員から会議の目的であ 

        る事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき 

３ 総会は、開催の日から少なくとも３週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を 

     記載した文書を発して会長がこれを招集する。 

（次頁の「第５項」に記載の「総会参考書類等の電子提供措置」については、法律の 

定めにより、総会の３週間前までに実施する必要があることから、総会招集通知の 

発出時期もこれにあわせ、現行の総会開催日の「少なくとも１週間前」から「少な 

くとも３週間前」に繰り上げる） 



現 行 定 款 変   更（案） 

 

 

 

 

 

 

（正会員の議決権） 

 第１６条 正会員は各１個の議決権を有する。 

２ 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各１名の代表者を出席させる。 

３ 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任する 

     ことができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。 

 

 

（決議） 

 第１７条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員 

の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数 

     の議決権の３分の２以上の多数をもって決する。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を 

     行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１９条に定める定数を上回 

る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま 

での者を選任することとする。 

 

 

第 ５ 章  役    員 

 

（役員の設置） 

 第１９条 この法人に次の役員を置く。 

理 事  ４５名以上６５名以内 

監 事   １名以上 ４名以内 

２ 理事のうち １名を会長、８名以内を副会長、１８名以内を常任理事とする。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、 

     副会長、常任理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

 

 

 

 

４ 前項の文書は、個別の正会員の承諾を得た場合に限り、電磁的方法により発するこ 

     とができる。（デジタル化対応のため新設） 

    ５ 総会の招集に際し、総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと 

     る。（デジタル化対応のため新設） 

 

（正会員の議決権） 

 第１６条 正会員は各１個の議決権を有する。 

２ 正会員は、前項の議決権を行使するため、総会に各１名の代表者を出席させる。 

３ 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任する 

     ことができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。 

    ４ 前項の委任は電磁的方法をもって行うことができる。（デジタル化対応のため新設） 

 

（決議） 

 第１７条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員 

の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数 

     の議決権の３分の２以上の多数をもって決する。 

（１）会員の除名 

（２）監事の解任 

（３）定款の変更 

（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行 

     わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１９条に定める定数を上回る 

場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで 

の者を選任することとする。（現行定款の“各候補者”の“各”を削除） 

 

 

第 ５ 章  役    員 

 

（役員の設置） 

 第１９条 この法人に次の役員を置く。 

理 事  ３５名以上６５名以内 （定員下限の引き下げ） 

監 事   １名以上 ６名以内 （定員上限の引き上げ） 

    ２ 理事のうち１名以上は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条 

第１５号の要件を満たす者とし、監事のうち１名は同条第１６号の要件を満たす者と 

     する。（法改正に伴い新設、以下番号を繰り下げ） 

３ 理事のうち １名を会長、８名以内を副会長、１８名以内を常任理事とする。 

４ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、 

     副会長、常任理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

 



現 行 定 款 変   更（案） 

 

（役員の選任等） 

 第２０条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、及び常任理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。 

３ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関 

     係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様 

とする。 

４ 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係に 

     ある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とす 

る。 

 

 

 

（理事の職務及び権限） 

 第２１条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 常任理事は、会長及び副会長の業務の執行を補佐する。 

 

 

 

 

 

 

 

第 ７ 章  理  事  会 

 

（招集） 

 第３０条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたときは又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

 

 

 

第１１章  資産及び会計 

 

（事業計画及び収支予算） 

 第４０条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 

     については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなけ 

ればならない。これを変更する場合も同様とする。 

 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 

一般の閲覧に供する。 

 

（役員の選任等） 

 第２０条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、及び常任理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。 

３ 理事のうち、理事のいずれか１名と特別利害関係（配偶者又は三親等内の親族、その 

他特別の関）にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事につ 

いても同様とする。（法改正に伴い追記） 

４ 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係に 

     ある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とす 

る。 

    ５ 監事と特別利害関係を有する者は、理事となることができない。 

（法改正に伴い新設） 

 

（理事の職務及び権限） 

 第２１条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

４ 常任理事は、会長及び副会長の業務の執行を補佐する。 

５ 会長、及び副会長並びに常任理事は、毎事業年度に４ケ月を超える間隔で２回以上、 

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（原則「３ヶ月に１回以上」とされている、業務執行理事による職務執行状況の理事会 

 での報告の間隔を法律の許す範囲で拡大し、理事会開催日をより柔軟に決定できるよ 

うにするため、条項を新設） 

 

 

第 ７ 章  理  事  会 

 

（招集） 

 第３０条 理事会は、会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長が理事会を招集する。 

（“会長が欠けたときは”の“は”を削除） 

（円滑な理事会招集を行う観点から、“各理事”を“各副会長”に変更） 

 

 

第１１章  資産及び会計 

 

（事業計画及び収支予算） 

 第４０条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、 

     公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容について記載した書類については、 

     毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならな 

い。これを変更する場合も同様とする。（法改正に伴い追記） 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 

一般の閲覧に供する。 



現 行 定 款 変   更（案） 

 

（事業報告及び決算） 

 第４１条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成 

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第１号及び第 

２号についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類については承認を受け 

なければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

 

 

 

第１２章 定款の変更及び解散 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

 第４５条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合 

（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得 

財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合 

併の日から１ヶ月以内に総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に 

関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの 

とする。 

 

（残余財産の処分） 

 第４６条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法 

     人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しく 

は地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

附    則 

   

 

 

 

 

 

（事業報告及び決算） 

 第４１条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成 

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第１号及び第 

２号についてはその内容を報告し、第３号から第６号までの書類については承認を受け 

なければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（活動計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（活動計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

（法改正に伴い、正味財産増減計算書を活動計算書へ名称変更） 

 

 

第１２章 定款の変更及び解散 

 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

 第４５条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合 

（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得 

財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合 

併の日から１ヶ月以内に総会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人又は 

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（公益認定の取消し時等の財産贈与先の変更） 

 

（残余財産の処分） 

 第４６条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、類似の事業 

を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（法人清算時の財産贈与先の変更） 

 

 

附    則 

 

５ この定款の一部変更（第５条、第６条、第１３条、第１４条、第１６条、第１７条、第 

１９条、第２０条、第２１条、第３０条、第４０条、第４１条、第４５条、第４６条）は、 

令和８年６月１７日より施行する。 

（総会決議をもって、定款変更が施行される旨の附則の新設） 

 

６ 第１３条及び第４１条の変更に係る効力発生日は、令和６年公益法人会計基準に定める移 

行猶予期間の範囲内で会長が決定した日とする。なお、本項は当該決定があった日以後、こ 

れを削除する。 

（新会計基準導入時より、関連条項が効力を発する旨の附則の新設） 

 



 


